
川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金交付要綱 

 

令和７年１０月２８日 

７川健障施第８３１号 

市長決裁 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、障害福祉現場の職員の介護業務の負担軽減、労働環境の改善、業務負 

担効率化を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障害福祉サービスの提供等を

推進するため、障害福祉サービス事業者等が介護ロボット等やＩＣＴを導入する際に要

する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、川崎市補助金等

の交付に関する規則（平成１３年３月２１日規則第７号。以下「規則」という。）に規定

するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによ 

る。 

(1) 介護ロボット等の導入支援事業・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業 

ア 「障害者支援施設事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）（以下「法」という。）第５条第 1 項に規定

する「施設障害福祉サービス」を行う者をいう。 

イ 「共同生活援助事業者」とは、法第５条第１８項に規定する「共同生活援助」を行う

者をいう。 

ウ 「居宅介護事業者」とは、法第５条第２項に規定する「居宅介護」を行う者をいう。 

エ 「重度訪問介護事業者」とは、法第５条第３項に規定する「重度訪問介護」を行う者

をいう。 

オ 「短期入所事業者」とは、法第５条第８項に規定する「短期入所」を行う者をいう。 

カ 「重度障害者等包括支援事業者」とは、法第５条第９項に規定する「重度障害者等包

括支援」を行う者をいう。 

キ 「障害児入所施設事業者」とは、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第４２条に

規定する「障害児入所施設」において児童福祉法第２４条の２に規定する「障害児入

所支援」を行う者をいう。 

(2) ＩＣＴの導入支援事業 

ア 「障害福祉サービス事業者」とは、法第５条第１項に規定する「障害福祉サービス 

業」を行う者をいう。  
イ 「障害者支援施設事業者」とは、法第５条第１項に規定する「施設障害福祉サービス 



を行う者をいう。  
ウ 「一般相談支援事業者」とは、法第５条第１９項に規定する「一般相談支援事業」を

行う者をいう。  

エ 「特定相談支援事業者」とは、法第５条第１９項に規定する「特定相談支援事業」を

行う者をいう。  

オ 「居宅介護事業者」とは、法第５条第２項に規定する「居宅介護」を行う者をいう。 

カ 「重度訪問介護事業者」とは、法第５条第３項に規定する「重度訪問介護」を行う者

をいう。  

キ 「同行援護事業者」とは、法第５条第４項に規定する「同行援護」を行う者をいう。  

ク 「行動援護事業者」とは、法第５条第５項に規定する「行動援護」を行う者をいう。 

ケ 「重度障害者等包括支援事業者」とは、法第５条９項に規定する「重度障害者等包括

支援」を行う者をいう。  

コ 「就労定着支援事業者」とは、法第５条第１６項に規定する「就労定着支援」を行う

者をいう。 

 

(補助の対象) 

第３条 補助の対象は、川崎市内において別表第１に定める障害福祉サービス事業所等を

設置する法人とする。 

２ 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）及び補助対象経費は、次の各号に

掲げるとおりとする。 

(1) 対象補助事業 

同条第１項で定める対象事業所等においてロボット等やＩＣＴ（障害福祉分野の介護

テクノロジー導入支援事業実施要綱（令和７年２月１８日付け障発０２１８第２号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に規定する介護ロボット等やＩＣＴ）を導入

する事業とする。 

(2) 補助対象経費 別表第２のとおりとする。 

(3) その他補助事業における要件等は別表第３のとおりとする。 

 

(補助額の算出方法等) 

第４条 補助金の交付額は、別表第２の第１欄に定める区分ごとに次により算出された額 

の合計額とする。 

(1) 施設又は事業所ごとに、別表第２の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経

費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額を算定

しその合計した額を選定する。 

(2) (1)により選定された額に別表第２の第４欄の補助率を乗じて得た額の範囲内の額

を補助額とする。 



(3) 介護ロボット等の導入支援事業及び介護テクノロジーのパッケージ型については、

介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット等であって、１機器につき３０万円を上

限として補助するものとする。ただし、「移乗介護」又は「入浴支援」のいずれかの場

面において使用する介護ロボット等については、１機器につき１００万円を上限とし

て補助するものとする。 

２ 補助額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

３ 障害者支援施設事業者等が一つの施設・事業所において、第２条第１号アからキまでの

障害福祉サービス事業、施設障害福祉サービス事業又は障害児入所支援の指定を複数受

けている場合は、１施設・事業所として補助上限額を適用するものとする。 

 
(補助金の交付申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、川崎市障害福

祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金交付申請書（第１号様式）を

規則第３条第１項の規定により市長が定める期日までに市長に提出しなければならな

い。 

２ 申請者は、前項の申請を行うにあたって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とす

る場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額

に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類

を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

はない。 

 

(市内中小企業者への優先発注) 

第６条 申請者は、交付申請額が１００万円を超え、かつ申請事業に係る工事の発注、物

品及び役務の調達等を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内中小企

業者（川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年３月２１日規則第７号）第５条

第２項にいう中小企業者。以下同じ。）により入札を行い、又は２者以上の市内中小企

業者から見積書を取得しなければならない。ただし、市長が契約の性質上これらの方法

により難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、この限りではない。 

(1) １件の金額が１００万円を超えるとき。 

(2) その他市長が必要と認めるとき。 

 



(補助金の交付決定) 

第７条 市長は、第５条の規定による交付の申請があった時は、申請書類を審査し、適正

と認める場合には、すみやかに補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかに川崎市障害福祉サービス事業

所等介護テクノロジー導入支援事業補助金交付要綱交付決定通知書（第２号様式）によ

り申請者に通知するものとする。 

 

(暴力団排除) 

第８条 川崎市暴力団排除条例（平成２４年条例第５号）第８条の規定に基づき、申請者

が次の各号に該当する場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年号外法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する

者があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当す

るもの 

２ 市長は、申請者又は補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、前

項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことがで

きる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神

奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を

得るものとする。 

３ 市長は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 

(補助事業の遂行) 

第９条 補助事業者は、規則及びこの要綱の定めるところに従い、補助事業を遂行するため

に契約を締結し、また支払いを行う場合には、公正かつ最小の費用で最大の効果を上げ得

るよう経費の効率的使用に努めなければならない。 

 

(交付条件) 

第１０条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

 (1) 事業に要する経費の配分の変更はしてはならない。 

(2) 補助事業の内容を変更する場合は、すみやかに市長の承認を受けなければならな

い。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに市長の承認を受け



なければならない。 

 (4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取

得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用

の増加した価格が単価３０万円以上の機器、器具及びその他の財産については、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条１項第２号の規定に

より厚生労働省が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又

は廃棄してはならない。 

(5) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに市長に報告し、その指示を受け

なければならない。 

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出

についての証拠書類を整備保管し、これを当該補助事業の完了の日(事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する市の会計年度の翌年度

から５年間保存しておかなければならない。ただし、財産処分の制限のある財産に

関するものについては、これにかかわらず処分終了までの期間保存しなければなら

ない。 

(7) 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、補助事業に係る帳簿及び証

拠書類の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継

承する者(権利義務を継承する者がいない場合は市長)に当該帳簿及び証拠書類を引

き継がなければならない。 

(8) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、市

長はその収入の全部又は一部を納付させることがある。 

(9) 取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもっ

て管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

(10)  介護ロボット等やＩＣＴの導入前後の影響について客観的かつ定量的な指標に

基づいて、介護ロボット等やＩＣＴの導入前後の比較を行い、生産性向上による業

務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について市長に報告しなければならな

い。 

(11) 他の障害福祉サービス事業者等による介護ロボット等やＩＣＴの導入の参考に資

するよう、導入製品の内容や導入効果等についてホームページ等により公表しなけ

ればならない。 

(12) ＩＣＴ導入モデル事業を実施する者にあっては、別に開催を通知する研修を受講

しなければならない。 

(13) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。  

(14) 補助事業者が(1)から(12)までに付した条件に違反した場合には、この補助金の



全部又は一部を市に返還させることがある。 

(15) 本事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

(変更の申請・承認) 

第１１条 申請者は、補助事業の内容について変更が生じたときは、川崎市障害福祉サー

ビス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る事業の変更承認申請書（第３

号様式）に、必要に応じて、変更内容の分かる書類を添付し、市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、申請書類を審査し、適正と認

める場合には、承認の可否について決定し、川崎市障害福祉サービス事業所等介護テク

ノロジー導入支援事業補助金に係る事業の変更承認決定通知書（第４号様式）により申

請者に通知するものとする。 

 

(申請の取り下げのできる期間) 

第１２条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付の決定の

通知を受理した日から１０日を経過した日までとする。 

 

(状況報告) 

第１３条 規則第１８条の規定による状況報告を市長が求めた場合は、市長が別に定める

期日までに提出しなければならない。 

 

(実績報告) 

第１４条 規則第１１条の規定による実績報告は、当該事業完了の日から３０日を経過し

た日又は市長が別に定める期日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を提出しな

ければならない。 

(1) 川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金交付に係

る事業実績報告書（第５号様式） 

(2) 川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る発

注実績報告書（第６号様式） 

(3) 川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る入

札（見積り）が行えないことに係る理由書（第 7号様式） 

２ 前項第２号に定める発注実績報告書については、対象経費のうち、１件の金額が１０

０万円を超える支出となる案件について記載するものとし、第６条の規定により市内中

小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積書を徴収した場合は、結

果の分かる書類の写しを添付するものとする。 

３ 補助事業者等は、市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中小企業者であ



ることの誓約書（第８号様式）を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参

加資格者有資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として登載されて

いる者、又は当該補助事業者に対して直近の４月１日以降に記載内容（住所、商号又は

名称、代表者職氏名、資本金の額、職員総数）に変更がない誓約書を提出した者を除

く。 

４ 本条第１項第３号に定める入札（見積り）が行えないことに係る理由書については、

第６条ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業

者から見積りを徴収し難い事由がある場合に提出するものとする。 

５ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、本条第

１項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、

その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならな

い。 

 

(補助金額の確定) 

第１５条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等書類を審査し、適正と認

める場合には、交付すべき補助金を確定し、すみやかに川崎市障害福祉サービス事業所

等介護テクノロジー導入支援事業補助金交付額確定通知書（第９号様式）により申請者

に通知するものとする。ただし、第７条第２項で決定した交付決定額と実績報告書を受

けて確定した交付確定額が同額の場合は、交付決定額をもって補助金の確定額とし、確

定通知書による通知は省略するものとする。 

 

(補助金の交付請求) 

第１６条 申請者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の補助金額確定後、

市長に補助金の請求書を提出するものとする。 

２ 市長は、適法・適正な前項の請求書を受けてから、３０日以内に補助金を交付するも

のとする。 

 

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 

第１７条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、

実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額が確定した場合には、川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支

援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第１０号様式）

により、すみやかに市長に対して報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的

に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方

消費税の申告を行わず、本部または本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行



っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（市内中小企業者優先発注違反の場合） 

第１８条 市長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 第６条若しくは第１４条の規定に違反したとき。 

 

(実施細目) 

第１９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項は別に

定める。 

 

(届出事項) 

第２０条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文書をもつ

てその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) その他市長が必要と認めたとき。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年１０月２８日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第１ 
事業名等 対象施設・事業所等 

(1)介護ロボット等の導入支援事業 障害者支援施設、共同生活援助事業所、居宅介

護事業所、重度訪問介護事業所、短期入所事業

所、重度障害者等包括支援事業所、障害児入所

施設 
(2)ＩＣＴの導入支援事業 ア ＩＣＴ機器の導入支援 

 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、

一般相談支援事業所、特定相談支援事業所（以

下、「障害福祉サービス事業所等」という。） 
 
イ ＡＩカメラ等の導入支援 
 障害福祉サービス事業所等のうち、訪問系サ

ービス事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、重度障害者等包括支援）、就労

定着支援事業所、一般相談支援事業所及び特定

相談支援事業所を除いた事業所 
(3)介護テクノロジーのパッケージ

型導入支援事業 
ア 介護テクノロジーのパッケージ型による導

入 
 障害者支援施設、共同生活援助事業所、居宅

介護事業所、重度訪問介護事業所、短期入所事

業所、重度障害者等包括支援事業所 
 
イ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備 
 障害者支援施設、共同生活援助事業所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２ 
１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

障害福祉分

野の介護テ

クノロジー

導入支援事

業 

(1) 介護ロボット等の導入支

援  
 
施設等の種類毎の基準額 
・障害者支援施設 

１施設あたり 2,100 千円 
・共同生活援助事業所 

１事業所あたり 1,500 千円 
・その他事業所 
 １事業所あたり 1,200 千円 

障害福祉サービス事業所等

のロボット等導入支援事業

の実施に必要な備品購入費

（ロボット等の購入費用に

限る。）、使用料及び賃借料

（ロボット等の使用に要す

る費用に限る。）、役務費（ロ

ボット等の初期設定に要す

る費用に限る。） 

３／４ 

(2) ＩＣＴの導入支援 
 
１施設又は事業所あたり 1,000 
千円 

障害福祉サービス事業所等

のＩＣＴの導入支援の実施

に必要な工事費、報償費、

旅費、需用費、役務費、委

託料、使用料及び賃借料、

備品購入費、補助金 

３／４ 

(3) 介護テクノロジーのパッ 

ケージ型導入支援 

 

１施設又は事業所あたり

10,000千円 

 

・介護テクノロジーのパッケ

ージ型の導入に伴う経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
介護テクノロジーのパッケ

ージ型の導入に伴う経費に

ついて 
障害福祉サービス事業所等

のロボット等導入支援事業

の実施に必要な備品購入費

（ロボット等の購入費用に

限る。）、使用料及び賃借料

（ロボット等の使用に要す

る費用に限る。）、役務費（ロ

ボット等の初期設定に要す

３／４ 



 

 

・見守り機器及び見守り機器

の導入に伴う通信環境整備に

係る経費 

る費用に限る。） 
 
見守り機器及び見守り機器

の導入に伴う通信環境整備

に係る経費について 
  

見守り機器及び見守り

機器の導入に伴う通信環

境整備に必要な工事費、報

償費、旅費、需用費、役務

費、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費、補助金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第３ 
障害福祉分

野の介護テ

クノロジー

導入支援事

業における

要件等 

１ 介護ロボット等の導入支援事業 
(1) 補助の対象となる介護ロボット等とは、次のアからウの全ての要件を

満たすものをいう。 
 ア 目的要件 
   日常生活支援における、「移乗介護」、「移動支援」、「排泄支援」、「見

守り・コミュニケーション」、「入浴介助」のいずれかの場面において使

用され、介護従事者の負担軽減効果があること。 
 イ 技術的要件 
   ロボット等（センサー等により外界や自己の状態を認識し、これによ

って得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボッ

ト等）を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するこ

と。 
 ウ 市場的要件 
   販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。 
(2) 複数の分割可能な部分で構成される介護ロボット等については、当該

介護ロボット等としての最低限の機能を有するまとまりをもって１機

器とする。また、同機種を複数購入する場合も上限額の範囲内で補助を

行うものとする。 
(3) 購入を原則とするが、リース又はレンタルの場合は年度末までのリー

ス又はレンタル料を限度とする。 
(4) 見守り機器のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象

外とする。 
(5)  導入する介護ロボット等は、電気用品安全法（ＰＳＥ）認証、Ｓマー

ク、電磁両立性（ＥМＣ）試験等製品レベルでの安全性の検証がなされ

ており、利用上の安全性が十分に確保されていること。 
(6) 介護ロボット等の導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の

有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの

十分なフォローアップ体制がとられていること。 
(7) 介護ロボット等の導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボ

ット等を活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、

同意を得た上で実施すること。 
(8) 障害福祉サービス事業者等が導入経費を算定するに当たっては、あら

かじめ複数の業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業

者を選定すること。 



２ ＩＣＴの導入支援事業 
(1)  令和７年度中に係る経費のみを対象とする。 
(2)  情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあ

るハードウェアを対象とする。例えば、障害福祉サービス等の提供に関

する記録の入力が支援提供場所で完結し、また、その場で利用者の情報

を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担

を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、Ｉ

ＣＴ技術を活用したものを対象とする。 
(3)  ソフトウェアについては、次のいずれかに該当する製品を対象とす

る。いずれの場合も研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品で

あること。 
  ・事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共

有業務（事業所内外の情報連携含む。）、請求業務を一気通貫（転記等の

業務が発生しない）で行うことが可能となっているものであるもの。 
  ・バックオフィス業務（業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、

人事、給与、ホームページ作成などの業務）のためのソフトウェアであ

って、転記等の業務が発生しない一気通貫の環境が実現できるもの。 
(4)  ＡＩカメラ等の導入については、次の要件に該当する場合に対象とす

る。 
  ・防犯、虐待防止、事故防止など、利用者の安心安全のために活用す

るためのカメラであること。  

・居室等の生活空間ではなく、共用スペースや、目の届きにくい建物

内外の死角に当たる場所等が撮影範囲となるように設置すること。  

・カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像（以

下、「映像等」という。）を取得する場合、当該映像等は「個人情報

の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）第２条に規定する「個

人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。  

・利用者や来訪者が防犯のためにカメラにより撮影されていることを

容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であるこ

とや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所

等に掲示すること。  

・カメラの設置については、必要に応じて、利用者や家族等に事前に

周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明す

るほか、映像の保管・管理体制の整備を行うこと。  

・撮影した映像等を、利用者の生活状況を共有する目的で家族等に提

供するなど、本来の目的外で第三者に提供してはならないこと。 



(5)  通信環境機器等及び保守経費等については、情報端末、ソフトウェア、

ＡＩカメラ等の導入に必要なものに限り対象とする。 
(6)  インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨か

ら逸脱している経費は対象外とする。 
(7)  障害福祉サービス事業所等が導入経費を算定するに当たっては、あら

かじめ複数の業者から見積書を徴し、原則として最低価格を提示した業

者を選定すること。 

３ 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業 
(1)  介護ロボット等やＩＣＴを複数組み合わせて導入する障害者支援施

設サービス事業者等に対して、介護テクノロジーのパッケージ型の導

入支援を行う。介護ロボット等やＩＣＴの導入における要件や補助対

象等については別表第１及び別表第２の内容を準用する。ただし、パ

ッケージ型の導入支援を行う場合は、第４条(3)に規定する介護ロボッ

ト等の１機器当たりの上限額については適用しない。 
ア 介護テクノロジーのパッケージ型による導入 
  ・別表第１及び別表第２に定める対象経費に該当するもので複数のテ

クノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費を補助する。 
  ・ＩＣＴについては、通信環境機器等及び保守経費等は補助対象外と

する。 
イ 見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備 

・見守り機器のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対

象外とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１号様式 
  年  月  日  

（宛先）川崎市長 
住所      
法人名     
代表者職氏名            

 
川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

交付申請書 
 
川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金について、次の

とおり関係書類を添えて申請します。 
 

１ 対象事業所等 
   事業所番号                 
   事業所名                  
   サービス種別                
 
２ 添付書類 

(1) 事業計画書 
(2) 補助対象経費に係る見積書又は価格表等積算資料 
(3) 導入機器等のカタログ等 
(4) その他市長が必要と認めた書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 
川崎市指令   第  号  

 年  月  日  
住所      
法人名     
代表者職氏名  

川崎市長        
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

交付決定通知書 

 
   年  月  日付けで申請がありました川崎市障害福祉サービス事業所等介護テク

ノロジー導入支援事業補助金につきましては、次の条件を付けて交付します。 
 

補助金交付決定額  金             円 
 

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、すみやかに市長の承認を受けなければならな

い。ただし軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに市長の承認を受け

なければならない。 

(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに市長に報告し、その指示を受け

なければならない。 

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出

についての証拠書類を整備保管し、これを当該補助事業の完了の日(事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する市の会計年度の翌年度

から５年間保存しておかなければならない。ただし、財産処分の制限のある財産に

関するものについては、これにかかわらず処分終了までの期間保存しなければなら

ない。 

(5) 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、補助事業に係る帳簿及び証

拠書類の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継

承する者(権利義務を継承する者がいない場合は市長)に当該帳簿及び証拠書類を引

き継がなければならない。 

(6) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の

うち、一個又は一組の取得価格が３０万円以上の財産については、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)で定める耐用年数を経過す



るまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡

し、交換し、貸付、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

(7) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、市

長はその収入の全部又は一部を納付させることがある。 

(8) 取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもっ

て管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

(9) ロボット等やＩＣＴの導入前後の影響について客観的かつ定量的な指標に基づい

て、介護ロボット等やＩＣＴの導入前後の比較を行い、生産性向上による業務効率

化及び職員の業務負担軽減の効果等について市長に報告しなければならない。 

(10) 他の障害福祉サービス事業者等によるロボット等やＩＣＴの導入の参考に資する

よう、導入製品の内容や導入効果等についてホームページ等により公表しなければ

ならない。 

(11) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。 

(12) 補助事業者が(1)から(11)までに付した条件に違反した場合には、この補助金の

全部又は一部を市に返還させることがある。 

(13) 本事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式 
 

   年  月  日  
 

（宛先）川崎市長 
 

住所 
法人名 

   代表者職氏名            
 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

に係る事業の変更承認申請書 

 
   年 月 日 川崎市指令   第  号で交付決定がありました、川崎市障害福祉

サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る事業について、次のとおり、

事業変更し、承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 

１ 施設、事業所名 

 

２ 事業の変更の内容 

 

３ 事業の変更理由 

 

４ 添付書類 
 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式 
 

第  号  
年  月  日  

 
住所      
法人名     
代表者職氏名  
 
 

川崎市長        
 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

に係る事業の変更承認決定通知書 
 

年  月  日付けで申請がありました川崎市障害福祉サービス事業所等介護 

テクノロジー導入支援事業補助金に係る事業の変更承認申請について、次のと 
おり決定しましたので、通知します。 

 
 
１ 決定内容 
 
 
２ 変更事項 
 
 
３ 承認条件 
 
 
 
 
 
 
 
 



第５号様式 
 

  年  月  日  
 

（宛先）川崎市長 
 

住所      
法人名     
代表者職氏名            

 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

交付に係る事業実績報告書 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る事業実

績報告について、次のとおり関係書類を添えて報告します。 
 
 
１ 交付申請額  金             円 
 
 
２ 添付書類 

(1) 収支決算書及び領収書等、装置の型番及び費用の支払いが分かる書類 
(2) 装置の設置状況が分かる写真 
(3) その他市長が必要と認めた書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式 
  年  月  日  

 
（宛先）川崎市長 

 
住所      
法人名     
代表者職氏名            

 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

に係る発注実績報告書 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る発注実

績報告について、次のとおり関係書類を添えて報告します。 
 
 
１ 施設、事業所名                         
 
２ 発注実績（別添とすることも可） 
 ※対象経費のうち、１００万円を超える工事、委託、物品購入に係る契約のみを記載してください。 （単位：円） 

 

契約日 

契約種別

（工事、委

託、物品） 

契約名称 業者名 
市内中小

の別 
契約金額 

1       

2       

3       

4       

5       

     合計  

 
３ 添付書類 

（１）上記、契約結果の分かる書類の写し 
（２）市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積りを徴収し難

い事由がある場合は、入札（見積り）に係る理由書 
 



（注）市内中小企業者の定義 
中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、

市内に主たる事務所又は事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店が

ある企業） 
※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



第７号様式 
  年  月  日  

 
（宛先）川崎市長 

 
住所      
法人名     
代表者職氏名            

 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

に係る入札（見積り）が行えないことに係る理由書 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る入札

（見積り）が行えないことに係る理由書について、次のとおり報告します。 
 
 
１ 施設、事業所名 
                                  
 
２ １００万円を超える工事請負・物品の購入・業務委託の契約について、市内中小企業者

による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴収が行えない契約 
                                  
 
３ 発注先 
                                  
 
４ 提出する見積書の種類及び数量 

市内中小企業者による見積書 通 
市内中小企業者以外による見積書 通 

（※辞退届を含む。） 
 
５ 市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴収が行え

ない理由 
 （１）市内中小企業者で取扱いがない 
 （２）２者以上の市内中小企業者で取扱いがない 



 （３）特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内中小企業者では目

的が達成できない 
 （４）継続的に行っている既存設備のメンテナンスや工事の施工における保証

等で、特定業者でなければアフターサービス等に支障がある 
 （５）工事を発注する場合で、発注する仕様に定める施工中や施工後の保証内容

等を含め、市内中小企業者では対応できないもの 
 （６）上記以外の事由（事由内容を下記に記載） 

※複数の理由に当てはまる場合は、（１）から（６）の順に最初に当てはまる１つの理由を選択してく

ださい。 

 
（６）の理由を選択した場合、その事由内容 

 

 
 川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金交付要綱第６条に定める市

内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴収により難い理由について、

十分な調査を行った結果、上記理由に該当すると判断いたしました。上記理由に該当しないことが明ら

かになった場合、交付された助成金の全部または一部を返還いたします。 

 

（注）市内中小企業者の定義 
 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、

市内に主たる事務所又は事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店があ

る企業） 
 ※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 8 号様式 
  年  月  日  

（宛先） 
 補助事業者名                  
 補助事業者の代表者名              
 
 

住所                       
商号又は名称                   
（ふりがな）                   
代表者職氏名                   
資本金の額                  円 
職員総数                   人 
（代表者・役員を含む常時雇用されている人数を記入してください。） 

 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

に係る市内中小企業者であることの誓約書 
 

私は、次の案件の入札に参加または見積書の提出を行うにあたり、当社が川崎市内に主た

る事務所又は事業所を有する中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各

号のいずれかに該当する中小企業者であることを誓約します。 
※本誓約書に虚偽の記載があった場合には、川崎市障害福祉サービス事業所等ロボット等導入支援事業

補助金に係る入札・見積り等の契約手続から除外または契約を解除する場合があります。 

 
【参考】 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 

（中小企業者の範囲及び用語の定義） 

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるも

のとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ご

とに定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社

及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種を除く。）

に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及

び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 



三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社

及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会

社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

○川崎市内企業の定義 

川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する企業（原則として川崎市内に登記簿上の本店が 

ある企業、個人事業主については住所が川崎市内にあるもの）をいう。   



第９号様式 
 

第  号  
年  月  日  

 
住所      
法人名     
代表者職氏名  
 
 

川崎市長        
 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金 

交付額確定通知書 
 
    年 月 日付けで報告のありました川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノ

ロジー導入支援事業補助金に係る事業実績について、審査の結果、次のとおり補助金の交付

額を確定しましたので、通知します。 
 
 
 
１ 補助金交付済額 A              円 
 
２ 補助金交付確定額 B             円 
 
３ 精算額 （B－A）              円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１０号様式 
 

 年  月  日  
 
（宛先）川崎市長 
       
 

住所      
法人名     
代表者職氏名            

 
 

川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 
 

  年 月 日 川崎市指令   第  号で交付決定がありました、川崎市障害福祉

サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額について、川崎市障害福祉サービス事業所等介護テクノロジー導入支援事

業補助金交付要綱第１７条の規定に基づき、次のとおり報告します。 
 
 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 
第１５条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額 

 
金        円 

 
 
２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入 
  控除税額（補助金返還相当額） 

 
金        円 

 
 
３ 添付書類 

記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売り上げ割合等が把握でき

る資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 
 
 
 


